
（新様式）記入のポイント

限度額適用・標準負担額減額認定証【被保険者が非課税等のとき】①

必ず「被保険者」の氏名・生年月日

受診者である被扶養者
氏名等を書くと×

療養（入院など）される方
の氏名・生年月日

有効期間を遡っての交付を希望されるときは、「〇月から有効の証
を希望（●●病院（入院先等）・▲▲様（ご担当者）より了承済み」と
記入してください。

* 通常は協会けんぽが受付けた月から1年間有効の証を発行します。
・ 「4月10日」受付 → 「4月1日～翌年3月31日有効」の証を発行

* 例えば4月になってから、3月から有効の証発行を希望されるときは、入院等
先の医療機関様の了承を取ってから、「備考」欄に上記内容をご記入ください。
・ （記入があると）
「4月10日受付」 → 「3月1日～翌年2月28日有効」の証を発行

原則、記入不要

記入すると、非課税証明書等が「必要」

記入すると確認
書類が必要

不明の場合は記入不要
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限度額適用・標準負担額減額認定証【被保険者が非課税等のとき】②


